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杉並区に大雨・暴風・大雪の警報及び特別警報が発令  

 am６：００  

  警報が出ている       警報が解除されている  

 

      自宅待機       平常授業  

 

 am８：００  

  警報が出ている       警報が解除されている  

 

      自宅待機       10:４０までに登校  

             3時間目より授業  

 

 am１０：００  

  警報が出ている       警報が解除されている  

 

      自宅学習      13:15までに登校  

             5時間目より授業  

 

＊杉並区に警報が発令されてなくても、生徒の在住地域に警報
 が発令されている場合は、自宅待機など、状況に応じて、安
 全を確認し、適切に対応してください。その際は、学校に連
 絡してください。  

 特別警報とは  

・数十年に一度の大雨、強度の台風、積雪等が予想される場合、現象の種類に応じて

特別警報として発表される。  

・「大津波警報」「噴火警報」「緊急地震速報（震度６弱以上）」を特別警報として

位置付けられる。  

 


